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	まずはお試し、かんおんじ暮らし
	おためし暮らし宿泊費補助制度
	補助対象者
	① 観音寺市への移住や二地域居住などを検討されている方 ② 香川県外に住所を有する方 ③ 観音寺市内の宿泊施設を利用して、2泊以上7泊以内の 　 期間滞在する方 ④ 本市への滞在目的が、観光・出張・帰省などではない方 ⑤過去３年以内に、電話・窓口・メールなどにて、本市へ 　移住に関する相談を行った方（移住の場合）　 ⑥滞在中に地域の担い手となる活動や地域の課題解決に資 　する取り組みなどを行う方（二地域居住の場合）　など
	補助対象経費
	宿泊費　※交通費や食費などは補助対象外
	補助金額(1泊当たり)
	〔（宿泊費 − 2,000円）〕× 宿泊日数 × 人数
	※補助対象人数：最大5名（申請者＋同行者4名まで） ※1人1泊あたりの補助上限額：6,000円 ※1,000円未満切り捨て
	お問い合わせ先
	観音寺市政策部ふるさと活力創生課
	0875-23-7803
	0875-23-3920
	furusato@city.kanonji.lg.jp




